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情報公開答申第４３号                               

答   申 

 

第１ 山口県情報公開審査会（以下「審査会」という。）の結論 

山口県知事（以下「実施機関」という。）の公文書の存否を明らかにしないで行

った公文書の非開示決定は、妥当である。 

 

第２ 異議申立てに至る経過 

１ 公文書の開示請求                        

異議申立人は、平成２４年６月１２日付けで実施機関に対し、山口県情報公開条

例（平成９年山口県条例第１８号。以下「条例」という。）第６条の規定により、

「請求人が平成２４年５月ないし６月に山口県及び保健所に申告、情報提供を行っ

た○○○○○○○○○のふぐ調理届出に関するふぐの処理の規制に関する条例（昭

和５６年山口県条例第１号。以下「ふぐ処理条例」という。）違反行為に対しての

行政指導を含む全ての記録、情報」の開示請求（以下「本件請求」という。）を行

った。 

 ２ 実施機関の処分 

実施機関は、平成２４年６月２１日付けで本件請求に係る公文書（以下「本件公

文書」という。）の存否を明らかにしないで公文書の非開示決定（以下「本件処分」

という。）を行うとともに、その旨を異議申立人に通知した。 

３ 異議申立て 

異議申立人は、本件処分を不服として、平成２４年６月２２日付けで行政不服審

査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定に基づく異議申立てを行った。 

 

第３ 異議申立人の主張要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

異議申立ての趣旨は、本件処分の取消しを求めるというものである。 

２ 異議申立ての理由 

   全面非開示はありえない。 

   事業者を特定できないようするなどして、開示できる部分は少なからず存在する。 

３ 実施機関の理由説明に対する意見 

処分庁の非開示理由の説明は、一定の理解はできるものの、要は、違法行為の有

無の一点につきる。 

仮に違法行為がなかったとしたならば、当然に実施機関の主張するように風評被
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害等の不利益があってはならない。ただし、違法行為があった場合は、違法行為を

行った事業者は、当然、消費者たる国民の審判に付されても何ら異議を唱えられな

いものである。消費者たる国民は、違法行為を行った法人を許せるはずもなく、そ

れらの情報を知りたいと思うのは当たり前である。 

よって、国民の知る権利、消費を選ぶ権利に基づけば、本件非開示は不当である。  

 

第４ 実施機関の説明要旨 

   ふぐ処理条例第２２条第１項に規定する保健所等の職員は、同項に基づき、同条

例の施行に必要な限度において、営業所等に立入検査をし、同条例第１９条及び第

２０条の遵守状況を確認し、遵守されていないことを認めた場合には改善指導を行

っている。 

このような立入検査の実施の有無及びその状況を明らかにすることは、当該営業

者がふぐ処理条例違反をしているとの推測等の風評被害や信用低下による取引停止

等の不利益を受けるおそれがある。 

したがって、特定の営業所に立入検査をしたか否かを類推できる記録・情報につ

いては、存否を明らかにしない決定を行ったものである。 

 

第５ 審査会の判断 

１ 本件公文書について 

本件公文書は、ふぐ処理条例に違反する行為を行っているとして実施機関に情報

提供された特定の法人に関する文書である。 

２ 本件公文書の存否応答拒否について 

  (1) 条例第１１条第３号について  

第１１条は、第３号に規定する「法人その他の団体（以下「法人等」という。）

に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開するこ

とにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えるおそれがあるもの」は開示

しないことができるとしている。 

これは、原則として法人等又は事業を営む個人の事業活動の自由を保障しよう

とする趣旨であるが、公益上公開することが必要と認められるものがあることか

ら、同号イからハまでに規定する情報については、開示することとされている。 

なお、「当該事業に関する情報」とは、営利を目的とするかどうかは問わず、

事業内容、事業資産、事業所得等事業活動に関する一切の情報をいい、「不利益

を与えるおそれがあるもの」に該当する典型的なもの及び具体例としては、販売

上のノウハウに関する情報として、顧客名簿や新製品の販売計画書、工場設備投

資計画書などが、信用上不利益を与える情報として、不祥事件報告書などが、人
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事等専ら法人の内部管理の情報として、内部監査実施状況報告書などが考えられ

ている。 

  (2) 条例第１３条について 

条例第１３条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在してい

るか否かを答えるだけで、第１１条各号のいずれかに該当する情報を公開するこ

ととなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請

求を拒否することができる」と規定している。 

ここで、「開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否か

を答えるだけで、第１１条各号のいずれかに該当する情報を公開することとなる

とき」とは、例えば、特定の個人の病歴に関する情報、犯罪の内偵捜査に関する情

報などの開示請求に対し、当該公文書は存在するが非開示とする、又は当該公文書

は存在しない等、公文書の存否を明らかにすることにより、当該公文書を開示した

ときと同様に、非開示事項の規定により保護すべき利益が害されるおそれがある場

合をいうとされている。 

  (3) 本件処分について 

本件請求は、特定の法人が行ったとされるふぐ処理条例に違反する行為につい

て、実施機関が行った立入検査、行政指導等に関する公文書の開示を求めるもの

であり、本件公文書の存否に係る情報（以下「本件存否情報」という。）を答え

ることは、当該法人が、同条例違反の疑いで、実施機関による立入検査、行政指

導等を受けたという事実の有無を明らかにするものと認められる。 

そして、本件存否情報が明らかにされた場合、ふぐ処理条例違反の有無にかか

わらず、当該法人が、同条例に違反する行為をしたのではないかとの憶測を呼び、

信用に悪影響を及ぼし、事業活動に支障を来すなど、当該法人に不利益を与える

おそれがあるものと認められる。 

したがって、本件公文書の存否を答えることは、条例第１１条第３号の不開示

情報を開示することとなるため、条例第１３条の規定により、本件公文書の存否

を明らかにしないで、本件請求を拒否すべきものと認められる。 

(4) その他 

異議申立人は、法人の特定につながる情報を非開示とすれば、それ以外に開示

できる部分は少なからず存在すると主張する。しかし、特定の法人を名指しして

された開示請求である以上、本件公文書が存在するとした場合に、その文書に記

載された当該法人の名称、所在地等の情報を非開示としたとしても、その他の部

分を開示することによって、結局、条例第１１条第３号に該当する情報を公開す

ることとなるため、異議申立人の主張は採用できない。 

その他、異議申立人は縷々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するも
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のではない。 

   

以上の理由により、第１に掲げる審査会の結論のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の審査経過等                        

   別紙のとおり 
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別紙 

審査会の審査経過等 

    年  月  日              経        過 

 平成２４年 ７月 ６日  実施機関から諮問を受けた。 

 平成２４年 ７月１０日  理由説明書の提出を実施機関宛て依頼した。 

 平成２４年 ７月２４日  実施機関から理由説明書の提出を受けた。 

 平成２４年 ７月２５日 

 

 実施機関から提出された理由説明書の写しを異議申立人宛

て送付し、併せて意見書の提出を依頼した。 

 平成２４年 ８月１６日  異議申立人から意見書の提出を受けた。 

 平成２４年 ８月２０日 

 

 異議申立人から提出された意見書の写しを実施機関宛て送

付した。 

 平成２４年１２月１９日  事案の審議を行った。 

 平成２５年 ３月１８日  事案の審議を行った。 

 平成２５年 ５月２７日  事案の審議を行った。 
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（参考） 

山口県情報公開審査会委員名簿 

（五十音順・敬称略） 

氏  名 役 職 名 備  考 

髙 松 惠 子 司法書士  

徳 田 恵 子 弁護士  

三間地 光 宏 山口大学教授 会長 

森 永 敏 夫 公認会計士  

山 元   浩 弁護士 会長職務代理者 

（平成２５年５月２７日現在） 

 

 

 


